
令和７年度第１回 江戸川区労働報酬等審議会 議事概要 

 

１ 日 時 令和７年１０月３１日（金） 午後１時３０分から 

 

２ 場 所 江戸川区役所 労働報酬等審議会室 

 

３ 出席者 【委員】横山会長、中里会長代理、森本委員、内海委員、平野委員、釜谷

委員 

      【区側】契約課長ほか契約係職員２名 

 

４ 会議概要 

・ 令和８年度労働報酬下限額の設定について、最低賃金等の状況の説明を受け、意

見交換を行った。 

・ 審議会の公開について、他区の状況について説明を受け、意見交換を行った。 

 

５ 議事要旨 

・ 中小企業では価格転嫁が満足にできていないことが多く、労働者を引き留めるた

めの防衛的な賃上げが約 6割の企業で生じている。 

・ 労務単価は上昇しているが、公共工事の設計単価が上がっていないため、利益が

出ない実情がある。週休 2日制の導入等の影響を考えると、企業としては苦しい

が、社員を守っていく必要があるため、実際は１０％程の賃上げを実施している。

このままでは企業が衰退していくので、何かしらの対応が必要と考えている。 

・ 労働報酬下限額以上の報酬支払の実効性を担保するため、労働者等に向けた公契

約条例に係る内容の周知を徹底するとともに、アンケート調査を実施してはどうか。 

・ 公契約条例の適用範囲について、引き下げを検討する余地があると考えている。 

・ 審議会の公開・非公開について、他区の状況を確認し、引き続き検討を行う。 

 

 

６ その他 

 ・ 任期の開始に伴い、会長職及び会長の職務代理者を選出した。 

 


